
第２章 届出の流れと届出先

（１）届出の流れ

行為の計画

事前相談

景観法に基づく行為の届出（着手する 30 日以上前までに）

滋賀県景観計画との適合審査

適 合 不適合

指導

行為の変更届出
（滋賀県景観計画の基準に適合） 勧 告

変更命令

確認申請等他法令の手続き

行為の着手

事前相談は義務ではありませんが、
みなさんに手戻りがないよう、
できるだけ相談するよう心がけて
ください。

または

着手制限の解除通知


